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尾張都市計画ごみ処理場（ 一般廃棄物処理施設） 尾張北部環境組合ごみ 

処理施設（ 仮称） 整備事業に係る環境影響評価方法書についての知事意見 

都市計画決定権者は、以下の事項について十分に検討した上で、適切に環境影響評

価を実施し、その結果を踏まえ環境影響評価準備書（ 以下「 準備書」 という。） を作

成する必要がある。  

１  全般的事項 

（ １） 事業計画及び工事計画の具体化に当たっては、環境の保全に関する最新の知見

を考慮し、最善の利用可能技術を導入するなど、より一層の環境影響の低減につ

いて検討すること。  

（ ２ ） 新たなごみ処理施設（ 以下「 計画施設」 という。） の処理方式は、３つの処理

方式の中から今後検討して決定するとしているが、決定に係る比較検討の経緯及

び内容をわかりやすく示すこと。  

   なお、準備書作成までに処理方式が決定していない場合には、処理方式ごとに

排出ガス等の諸元を適切に設定の上、予測及び評価を行うこと。  

（ ３） 調査地点及び予測地点について、適切に設定するとともに、その理由をわかり

やすく示すこと。  

（ ４）環境影響評価の実施中に環境への影響に関し新たな事実が生じた場合等におい

ては、必要に応じて、選定された項目及び手法を見直し、適切に調査、予測及び

評価を行うこと。  

２  大気質、騒音及び超低周波音、振動、悪臭 

（ １） 事業実施区域が木曽川沿いに位置しているため特異な風向・ 風速を有すると考

えられること、煙突の高さが航空法の制限を受けるためダウンドラフト等により

塩化水素等の短期濃度が高く なることが懸念されることから、大気質について、

適切に調査、予測及び評価を行うこと。

（ ２） 既存の２施設を１施設に集約して計画施設が建設され、廃棄物運搬車両等の交

通量が増加することが想定されることから、大気質、騒音及び振動の道路沿道へ

の影響について、適切に調査、予測及び評価を行うこと。

   また、道路沿道の環境に十分配慮した廃棄物運搬車両等の運行計画を作成する

よう構成市町に働きかけること。
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（ ３） 事業実施区域の近隣に住居が存在することから、施設の供用による騒音及び低

周波音、振動並びに悪臭について、適切に調査、予測及び評価を行うこと。

３ 地盤・ 土壌 

掘削・ 盛土等の土工に係る土壌環境の現地調査について、掘削が想定される位

置及び深度を考慮して、調査地点及び調査深度を適切に設定すること。

４ 動物、植物、生態系 

事業実施区域は木曽川沿いに位置しており、主にシイ・ カシ二次林で構成され

ていることから、工事の実施及び施設の存在による動物、植物及び生態系への影

響について、適切に調査、予測及び評価を行うこと。

なお、現地調査において重要な種が確認された場合には、必要に応じて専門家

等の指導、助言を得ながら、適切な環境保全措置を検討すること。

５  景観 

事業実施区域の近隣に住居が存在することから、建屋や煙突（ 以下「 建屋等」

という。） による圧迫感が懸念されるため、適切に調査、予測及び評価を行うこ

と。

なお、建屋等の形状、色彩等の検討に当たっては、周辺景観と調和したものと

なるように努めること。

６  温室効果ガス等 

計画施設から発生するエネルギーの有効利用を行い、温室効果ガス等の低減に

努め、適切に予測及び評価を行うこと。

７  その他 

準備書の作成に当たっては、住民等の意見を十分に検討するとともに、わかり

やすい図書となるよう努めること。
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